
 

就学援助（令和６年 10 月～令和７年 9月分）の申請について 

 

日頃より本校の教育活動に御理解、御協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 

さて、本日、全校生徒に「就学援助のお知らせ」（令和６年 10 月～令和７年 9 月分）を配付させていた

だきました。 

申請を希望される方は、以下の方法で申請することができます。 

 

【申請方法】 

(A) 電子申請をする場合 

➡ 下記の市ホームページまたは、「就学援助のお知らせ」に記載の 2次元コードから申請を行ってくだ

さい。 ※「24 時間いつでも」「どこでも」申請できる電子申請がおすすめです。 

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/syugakuenjyo.html 

 

(B) 書面で申請する場合 

➡ 事務職員宛てにお電話ください。申請書をお渡しいたします。事務職員が不在の場合は、他の職員へ

ご伝言ください。（おおむね 3営業日を過ぎても申請書が届かない場合は、連絡の行き違いが発生してい

る可能性がございます。お手数をおかけいたしますが再度お電話いただきますようお願いいたします。） 

➡ 申請書は、上記の市ホームページから御自身でダウンロード・印刷していただくことも可能です。 

 

※現在就学援助の認定を受けられている方へ 

継続希望の場合は、今回の申請が必要です。 

昨年度までは希望の有無にかかわらず申請書をお渡ししていましたが、今年度からは紙での申請を希望

される方にのみ様式をお渡しします。 

 

※新規申し込みをされる方へ 

今回の申請は 10 月以降分です。 

令和６年６月～９月までの就学援助も希望される場合は、学校までお電話ください。 

 

以上になります。 

申請を希望される方は、令和６年８月 30日(金)までに申請を行ってください。 

 

 

担当 事務職員 石窪（764-1617） 

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/syugakuenjyo.html





